
第１６号議案  

 

   外国の地方公共団体の機関等に派遣される東京都台東区職

員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例  

 

上記の議案を提出する。  

 

  平成２３年２月４日  

 

      提出者 東京都台東区長  吉    住     弘  

 

（提案理由）  

 この案は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の給

与の支給割合を改定するため提出します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   外国の地方公共団体の機関等に派遣される東京都台東区職

員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例  

 

外国の地方公共団体の機関等に派遣される東京都台東区職員の

処遇等に関する条例（昭和６３年７月台東区条例第１２号）の一

部を次のように改正する。  

 第４条第１項中「には」の次に「、人事委員会規則で定めると

ころにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき

又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められると

きは」を加え、「１００分の７０を支給」を「１００分の１００以

内を支給」に改め、同項ただし書を削り、同条第２項中「一般の

派遣職員の」、「本文」及び「当該」を削り、「ことができる」を「も

のとする」に改める。  

   付 則  

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。  

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日から引

き続き派遣されている職員（特別区人事委員会規則で定める職

員を除く。）に係る施行日におけるこの条例による改正後の外国

の地方公共団体の機関等に派遣される東京都台東区職員の処遇

等に関する条例（以下「新条例」という。）第４条第１項の規定

による給与の支給割合（以下この項において「新支給割合」と

いう。）が、施行日の前日におけるこの条例による改正前の外国

の地方公共団体の機関等に派遣される東京都台東区職員の処遇

等に関する条例（以下「旧条例」という。）第４条第１項の規定

による給与の支給割合（以下この項において「旧支給割合」と



いう。）に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた

割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割

合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に

係る新条例第４条第１項の規定による給与の支給割合とする。 

(１) 施行日から平成２４年３月３１日まで １００分の１０ 

 ０ 

(２) 平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで １

００分の７０ 

(３) 平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで １

００分の４０ 

３ 施行日から平成２３年９月３０日までの間に、新たに派遣さ

れ、又は派遣の期間が更新された職員（特別区人事委員会規則

で定める職員を除く。）に係る当該新たに派遣され、又は派遣の

期間が更新された日における新条例第４条第１項の規定による

給与の支給割合（以下この項において「新支給割合」という。）

が、これらの日において旧条例第４条第１項の規定を適用した

とした場合におけるこの規定による給与の支給割合（以下この

項において「旧支給割合」という。）に達しないときは、旧支給

割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区

分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合

に加えた割合を、当該職員に係る新条例第４条第１項の規定に

よる給与の支給割合とする。 

(１) 施行日から平成２４年３月３１日まで １００分の１０ 

 ０ 

(２) 平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで １



００分の７０ 

(３) 平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで １

００分の４０ 


